
第６章

特別な教育的支援を必要とする児童生徒の指導の実際

１ 事例

校内支援体制等の充実のための取組例

２ 気になる状態像と考えられる対応

子どもたちの気になる状態像ごとの，状態の理解のポイントや考えられる具体的対応

Ｑ１ 聞く 聞き取りが苦手な子ども

Ｑ２ 話す 自分の考えを相手に伝えることが苦手な子ども

Ｑ３ 読む 読み方の苦手な子ども

Ｑ４ 文章の内容の読み取りが苦手な子ども

Ｑ５ 書く ひらがなや漢字を正確に書くことが苦手な子ども

Ｑ６ 文章を書きたがらない子ども

Ｑ７ 計算する 計算が苦手な子ども

Ｑ８ 推論する 図形問題が苦手な子ども

Ｑ９ 計算はできるが文章題が苦手な子ども

Ｑ10 運動・ 絵や工作，楽器の演奏などが苦手な子ども

Ｑ11 操作 運動が苦手だったり，方向感覚の育っていなかったりする子ども

Ｑ12 不注意 忘れ物が多かったり，宿題をよく忘れたりする子ども

Ｑ13 整理整とんが苦手で物をなくしやすい子ども

Ｑ14 対人関係 順番を待てないなど友達とのトラブルが多い子ども

Ｑ15 無気力，集団行動が苦手，友達とのかかわりをもちたがらない子ども

Ｑ16 衝動性 ささいなことで感情的になるなど自己コントロールが苦手な子ども

Ｑ17 時や場をわきまえず動き回る子ども

Ｑ18 時や場をわきまえずしゃべりすぎる子ども

Ｑ19 その他 場面や状況の変化に適応しにくい子ども

Ｑ20 興味の偏りやこだわりのある子ども

３ その他の情報

Ｑ１ ＷＩＳＣ－Ⅲ個別式知能検査

Ｑ２ 認知処理様式の特徴

Ｑ３ 研修用のビデオ等

Ｑ４ 相談機関
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１ 事例 校内支援体制等の充実のための取組例

Ａ小学校では，学習意欲は高いが集中力に欠けたり，友達とのかかわりがうまくいか

なかったり等で気になる児童Ｆ君をめぐって，担任のＢ教諭はどのように支援すべきか

悩んでいた。また，他のクラスにもそれぞれに気になる子どもがいるようであった。

知的障害特殊学級担任のＥ教諭をキーパーソンにして取り組まれた「担任だけが悩ま

ない」ための校内支援体制の充実に向けて取り組んだＡ小学校の事例について述べる。

(1) 校内支援体制づくりと推進

ア 特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する職員研修

Ａ小学校では，学習障害児等の特別な教育的支援を必要とする児童がほかにもいるのではな

いかと考えた。これらの子どもたちへの職員の共通理解を促すために 「ＬＤ児等の基礎的理，

解」をテーマに，講話を中心とした職員研修が実施された。講師は，大学附属病院の医師と総

合教育センターの所員である。

このことで，担任がこれまで見過ごしていた特別な教育的支援を必要とする児童への気付き

のための認識を高めることができた。

イ 校内委員会の設置

教師の認識が高まることで，これらの児童の支援のための組織が必要なことが理解されるよ

うになり 「校内委員会」を設置することになった。基本的には平成11年に「学習障害及びこれ，

に類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協力者会議」から出さ

れた報告書の「学習障害の判断・実態把握基準（試案 」を参考にして構成された。）

(ｱ) 設置の目的

特別な教育的支援の必要な児童の実態把握を行い，専門機関等に判断を求めるかどうかを

検討し，支援体制を整備したり，望ましい教育的対応について具体的方策を検討したりする。

(ｲ) 委員会の構成

○ 委 員 長 校長

○ 副委員長 教頭

○ 委 員 特殊教育係（各学年 ，生徒指導主任，教育相談係，養護教諭，該当児童在）

籍の学級担任，特殊学級担任

(ｳ) 主な活動内容

○ 判断・実態把握基準（試案）やＬＤ児の心理・行動特性に関する資料の収集・共通理解

○ 学習につまずきを示す児童の把握（担任の気付きや保護者の申し出による）

○ 学習困難や行動の不適応が目立つ児童の実態把握

○ 専門機関に障害の判断を求めるかどうかの検討

○ 保護者が障害の判断を求めない場合の対応の協議

○ 指導を行う場や指導体制についての検討

○ 望ましい教育的対応（指導内容や方法等の具体的方策）をより充実させるための専門機
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関の相談員との連携

○ 事例研究会の実施

○ 専門機関に意見を求める事項についての内容の検討

ウ 校内委員会の活動の実際

上記のような考え方で設置した校内委員会を開催し，実施計画，実態把握の方法，教育相談後

の対応等について，次のように進められた。

(ｱ) 校内委員会の進め方

特殊学級担任Ｅ教諭の提案による年間の実施計画に基づいた話合いの中で，保護者への理解

の求め方，専門機関による相談の実施方法，実態把握の際に担任が配慮すべきこと等について

話し合った。

(ｲ) 気になる児童の抽出のためのスクリーニングテスト等の実施

つまずきが気になる子どもについて，スクリーニングのための教師によるチェックリストを

実施したり，行動観察記録等の資料収集を行ったりすることで，学級担任が，学習面・行動面

で特別な教育的支援を必要とする児童の抽出を行った。

行動観察記録等は，以下のような観点に基づいて行われた。

○ 行動観察記録の観点

① 学習スキル：聞く，話す，読む，書く，読解，作文，計算

② 社会スキル：対人関係，共感性，協調性，価値意識，社会的責任

③ 知覚－運動：視覚系（形の弁別，視覚的注意，視覚的記憶，目と手の協応等）

：聴覚系（音の弁別，聴覚的注意，聴覚的記憶等）

粗 大 運 動：同じ姿勢の保持，筋力，全身の協応，左右の協応，バランス等�

行動・情緒：指示の受け入れ，過度の緊張，こだわり，多動性，衝動性，無気力�

○ 資料収集の例（プライバシーへの配慮を要する）

・ 知能検査，学力検査の結果（今年度分及び前年度分）

・ 各教科のノートのコピー，作品（コピーや写真等を含む）

・ 指導要録，教育相談表の記録

・ 家庭訪問での聞き取り

・ 家庭環境調査票等（プライバシーにかかわることなので慎重な対応が必要）

(ｳ) 専門機関との連携

保護者に障害の判断や望ましい教育的対応を進めるために，専門機関との連携を進めてよい

かどうかの了解を得た後，担任や保護者のニーズを集約し，専門機関に教育支援計画について

の検討を依頼した。ニーズの集約や検討の依頼についてはＥ教諭が中心的役割を担った。

エ 保護者への理解・啓発の推進

特別な教育的支援を充実させるには，教職員はもとより，まず保護者に特別な教育的支援を必

要とする児童について理解してもらうことが不可欠である。これらの児童がどのようなことに困
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ったり，悩んだりしているのか，また，どのような支援を必要としているのか等について理解を

図ることで支援を計画的に進めることができる。

Ａ小学校では，以下のような方法で保護者等への理解・啓発を図った。

(ｱ) 学校便りの発行

「特別支援教育 ，子ども一人一人が充実した学校生活を過ごせるような具体的取組，充実し」

た支援体制等について学校便りを発行し，地域や保護者への理解・啓発を図った。内容につい

ては，特殊学級担任のＥ教諭が専門機関と連携を取りながら作成した。
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(ｲ) 日曜参観を活用した講演会の実施

地元の□大学の心理学担当の専任講師及び県総合教育

センター所員の２名に「特別支援教育」の重要性につい

ての講演を依頼し，日曜参観のＰＴＡ全体会の時間に実

施した。このことにより，心理学的見地と教育的見地か

らみた「特別な教育的支援を必要とする児童」の理解を

学校の保護者全体に促すことができた。

オ 実態把握に基づく児童への対応の検討

スクリーニングテスト等によって抽出した児童については，実態把握の結果の資料を提供する

ことで，専門機関の判断を受け，望ましい教育的対応の在り方についてさらに校内委員会で検討

していった。その際，個別式の知能検査の実施等においては，保護者の了解を予め求めた。

例えば 「学習意欲はあるが集中力に欠けるＦ君」のケースでは，校内委員会と専門機関との，

話合いで，次のことが検討された。

○ ＷＩＳＣ－Ⅲの結果（FIQは平均より１標準偏差程度低いが，VIQが平均的なこと）

○ 教育的側面の「個人アセスメントシート」のチェックの結果（聴覚入力の際の不注意さ，漢

字は書けても文章構成が困難，九九の暗唱はできても文章題での計算が困難等）

○ その他心理的側面，医学的側面からのアセスメント情報

�算数の授業はＴＴで行うこと，�担任は放課後の時これらの情報を基に学習障害と判断され，

間を利用して個別指導を工夫すること等の特別な教育的支援をすることになった。

また，学習障害等のある子どもへの具体的な指導技法等については，知的障害教育の知見が

役立つことが多いため，算数や国語の指導内容や方法等，多くの場面で特殊学級担任のＥ教諭

のアイディア等が生かされることになった。

カ 専門機関による巡回相談

(ｱ) 巡回相談の目的

学習障害等に関する専門的知識・経験を有する相談員を呼び，Ｅ小学校の教員に対し巡回相

談を行ってもらうことにより，特別な教育的支援を必要とする児童に対する指導方法・指導内

容の充実を図る。

(ｲ) 巡回相談員による主な指導・助言

通常の学級やＥ教諭のいる特殊学級で特別な教育的支援を実施する中で，困難な課題にぶつ

かったとき，必要に応じて専門機関から相談員を要請した。

(2) 終わりに

今回，２年間の校内支援体制の充実による取組で，Ｆ君の集中力は確かに向上し，落ち着いて学

習に取り組めるようになった。そして，この理解・啓発活動を含む一連の取組を通じて，Ａ小学校

のすべての教職員の「特別な教育的支援を必要とする児童」への気付きも向上した。また，通常の

学級の保護者や担任もＦ君の例をみることで，Ｅ教諭の特殊学級を含め特別支援教育への理解を一

層深め，自分の担当する子どもの教育的ニーズを改めて見直すきっかけにもなった。




